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　令和 5年度上半期の一般会計予算は、

5回の補正を行いました。予算書は市公

式サイトをご覧ください。

令和5年度 上半期の財政状況

問合せ

�
�
記
載
が
な
い
場
合
の
�
�
時
�
は
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
午
�
�
時

分
～
午
後
５
時
で
す
。
申
込
み
の
記
載
が
な
い
場
合
は
直
接
会
場
へ
。
費
用
の
記
載
が
な
い
場
合
は
無
料
で
す
。
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●
著
名
人
か
ら
の
人
権
メ
ッ
セ
ー

ジ
パ
ネ
ル
展

各
界
の
著
名
人
な
ど
か
ら
寄
せ
ら
れ

た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
展
示
し
ま
す
。

日

時

11
月
25
日
㈯
～
12
月
11
日
㈪

（
11
月
26
日
㈰
、
12
月
２
日
㈯
・
３

日
㈰
・
10
日
㈰
を
除
く
）

※
11
月
25
日
㈯
、
12
月
９
日
㈯
・
11
日

㈪
は
正
午
ま
で

会

場

市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル

問
合
せ

総
務
課
総
務
係

内

332

●
夜
間
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

人
権
侵
害
や
日
常
生
活
の
法
律
問
題

に
つ
い
て
、
弁
護
士
に
電
話
で
相
談
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
個
人
の
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
。

日

時

12
月
８
日
㈮
午
後
５
時
～
８
時

☎
０
３

－

６
７
２
２

－

０
１
２
７

※
１
人
10
分
間
程
度

問
合
せ

東
京
都
人
権
プ
ラ
ザ
相
談
室

☎
０
３

－

６
７
２
２

－

０
１
２
４
／

☎
０
３

－

６
７
２
２

－

０
１
２
５
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　差別や虐待、ハラスメントなど、

さまざまな人権問題について電話

で相談できます。

※�電話はかけた場所の最寄りの法

務局・地方法務局につながります。

������　祝日を除く月～金

曜日　☎ 0570-003-110

��������

　市では人権擁護委員による面談

での相談を受けています。

���　毎月第 3木曜日（申込順）

時　間　午後1時30分～4時 30分

会　場　市役所 1階市民相談室

問合せ　秘書広報課市民相談係

内 541

問合せ

���������������

�� ������������

����

�������������������

������������������������������Phot
o　Ne

ws


